（案）

　　　　　　　ごみ搬入道路清掃及び除草業務委託契約書
　那覇市（以下「甲」という。）と○○○○○○（以下「乙」という。）との間に、ごみ搬入道路清掃および除草業務（以下「委託業務」という。）の委託について、次のとおり契約を締結する。
  （委託業務の内容）
第１条  甲が乙に委託する業務の内容・方法は、別添仕様書に定めるものとする。
  （契約期間）
第２条  この契約の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。
  （委託料）
第３条  業務委託料は、２条の契約期間に係る総額として、金○○○○円に法令所定の消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。
２  前項に定める消費税地方消費税は、消費税法第２８条第１項および第２９条並びに地方消費税法第７２条の８２および第７２条の８３の規定に基づき算出したものである。
　（契約保証金）
第４条  契約保証金は免除する。（那覇市契約規則第３０条第１項第９号）
　（支払い方法等）
第５条  乙は、毎月の請求書を業務内容報告書とともに甲に提出する。甲は、その請求があった日から３０日以内に、別添支払計画書のとおり該当月分の委託料を乙に支払う。
　
　（業務主任技術者）
第６条  乙は、委託業務の履行について、技術上の管理を行う業務主任技術者を定め、甲に通知するものとする。
　（業務完了報告および検査等）
第７条　甲が必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況について調査し、報告を求めることができる。
２　乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく甲に対して業務完了報告書を提出し、その完了検査を受けなければならない。

３  乙は、前項の検査で指摘、指示された事項については、甲の定める期間内にその補完を行い、再度甲の検査を受けなければならない。
　（委託内容の変更）
第８条  甲が必要と認めるときは、委託業務の内容を変更しまたは委託業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料もしくは履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議のうえ書面によりこれを定める。
  （損害賠償）
第９条  乙が委託業務の処理に関し、甲または第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めに任ずる。
  （権利義務の譲渡および再委託の禁止）
第１０条  乙は、この契約によって生じた権利義務を、第三者に譲渡、継承させてはならない。
２  乙は、委託業務の処理を、第三者に委託、請負させてはならない。ただし、書面による甲の承認を得た場合にはこの限りではない。
　（契約の解除）
第１１条　甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
 (1)この契約に定める義務の不履行または不正の行為があったとき。
 (2)乙に業務遂行能力がないと、明らかに認められるとき。
 (3)乙から契約解除の申し出があったとき。この場合相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、甲乙協議してこれを定める。
２  甲が、この契約を解除しようとするときは、書面をもって３０日前に予告しなければならない。
（暴力団等の排除）

第１２条　甲は乙が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団関係者に該当すると判明したときは、この契約を解除することができる。

　（協議事項）
第１３条　この契約に定められた事項について疑義が生じたとき、またはこの契約に定めのない事項が生じたときは、甲乙協議のうえこれを定める。　
　この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自がその１通を所持する。
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